
基本的な考え方

継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助のモニタリング期間（案）
新

・ 対象者の状況に応じて柔軟に設定すべきものであることから、市町村が対象者の状況等を勘案して個別に定める
仕組みとする。

１ 基本的な考え方

・ 一定の目安として、国において対象者ごとの標準期間を示すこととする。

市町村が 特定相談支援事業者 障害児相談支援事業者（計画作成担当） 提案を踏まえ 以 標準期間及び事項を

２ モニタリング期間の設定（案）（省令事項）

市町村が、特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者（計画作成担当）の提案を踏まえて、以下の標準期間及び事項を
勘案して個別に定める仕組みとする。

標準期間

① 新規 変 決定 ビ 容 著 く変 があ た者 ④を除く 始 毎 実施

→ P９０参照

① 新規又は変更決定によりサービス内容に著しく変更があった者 ※④を除く → 利用開始から３ヶ月間、毎月実施

② 在宅の障害福祉サービス利用者（障害児通所支援を含む）又は地域定着支援利用者 ※①を除く

ア 以下の者（現行制度の対象者） → 毎月実施

・ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

・ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を
行うことが困難である者

・ 常時介護を要する障害者等であって 意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち 四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの・ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの
並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（ただし、重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限
る。）

イ ア以外の者 → ６ヶ月ごとに１回実施

③ 障害者支援施設入所者 ※①及び④を除く → １年ごとに１回実施

④ 地域移行支援利用者 → ６ヶ月ごとに１回実施



勘案事項

○ 障害者等の心身の状況

○ 障害者等の置かれている環境○ 障害者等の置かれている環境
・ 家族状況
・ 障害者等の介護を行う者の状況
・ 生活状況（日中活動の状況（就労・通所施設等）、地域移行等による住環境や生活環境の変化、家族の入院、死亡又は出生等による家庭環
境の変化、ライフステージ（乳幼児期から学齢期への移行、学齢期から就労への移行等）の変化

○ 総合的な援助の方針（援助の全体目標）

○ 提供されるサービスの種類、内容、量

○ 提供される各サービスの目標及び達成時期

○ 支給決定の有効期間 ※支給決定の有効期間の最終月は、支給決定の更新等のための計画作成等を併せて実施。 等

３ モニタリング期間設定の手続き（案）（省令事項）

① 特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者（計画作成担当）が、国が定める標準期間、勘案事項を踏まえて、サービ
ス等利用計画案（障害児支援利用計画案を含む。以下同じ。）に「モニタリング期間（毎月、６月ごと等）案」を記載。

② 利用者が、当該サービス等利用計画案を市町村に提出。

③ 市町村は、支給決定に併せて、国が定める標準期間、勘案事項を踏まえて、支給決定の有効期間の範囲内（毎月等集中
的に実施する場合は１年を越えない範囲内）で「モニタリング期間（毎月、６月ごと等）」を定め、受給者証（※）に当該期間を記
載し、対象者に通知。

※ 受給者証に記載欄を設ける。受給者証 記載欄を設ける。

④ 特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者（計画作成担当）は、市町村が定めたモニタリング期間に基づき、モニタリン
グを実施。

⑤ 市町村は、モニタリング期間を変更（毎月→６ヶ月等）する場合には、その都度、変更したモニタリング期間を利用者に通知
（受給者証の提出を求め記載を変更）。

⑥ なお、対象者が不在である等によりやむを得ずモニタリング期間が予定月の「翌月」となった場合であって、市町村が認め
るときには報酬を算定できることとする。



４ その他の論点

プ 作成者 係る タ グ 扱

セルフプラン作成者は、自ら計画を作成できる者であることから、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者（計画
作成担当）によるモニタリングは実施しないこととする。

セルフプラン作成者に係るモニタリングの取扱い

相談支援専門員は、原則専従としているが、相談支援の提供体制を確保する観点から、現行制度と同様に、業務に支障が
ない場合にはサ ビス提供事業所の職員等の兼務を認めることとしている

相談支援専門員がサービス提供事業所の職員（入所・通所・在宅）と兼務する場合のモニタリングの取扱い

ない場合にはサービス提供事業所の職員等の兼務を認めることとしている。

サービス提供事業所の職員（入所・通所・在宅すべて）と兼務する相談支援専門員がサービス等利用計画を作成した結果、
兼務するサービス提供事業所を利用することとなった場合、 サービス提供事業所との中立性の確保や、サービス提供事業所
の職員と異なる視点での検討が欠如しかねない。

このため、以下のやむを得ない場合を除き、モニタリングは別の相談支援専門員が行うことを基本とする。

① 地域に他の相談支援事業者がない場合

② 新規支給決定又は変更後、概ね３ヶ月以内の場合（計画作成とその直後のモニタリングは一体的な業務であること、ま
た、特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者（計画作成担当）の変更に当たっては利用者が別の事業者と契約を
締結し直すことが必要となるため、一定期間を猶予。）

③ その他市町村がやむを得ないと認める場合 等



モニタリングの標準期間のイメージ
※ 当該期間は、「標準」であり、対象者の状況に応じ「２、３ヶ月」とすることや、在宅サービスの利

用者を「１年に１回」とすること、入所サービスの利用者を「１年に１回以上」とすることなどが想定
されることに留意

新
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サービス等利用計画と個別支援計画の関係新

○ サービス等利用計画については 相談支援専門員が 総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ 最も適切な○ サ ビス等利用計画については、相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切な
サービスの組み合わせ等について検討し、作成。

○ 個別支援計画については、サービス管理責任者が、サービス等利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、
当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成。

指定特定相談支援事業者
（計画作成担当）
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新 指定特定相談支援事業者（計画作成担当）と障害福祉サービス事業者の関係
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１．対象者
（地域移行支援）

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）（案）

（地域移行支援）
○ 障害者支援施設又は児童福祉施設に入所している障害者
※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。

○ 精神科病院（精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む）に入院している精神障害者。

長期に入院していることから支援の必要性が相対的に高いと見込まれる１年以上の入院者を中心に対象とし １年未満の入院者につい

法

法 → 長期に入院していることから支援の必要性が相対的に高いと見込まれる１年以上の入院者を中心に対象とし、１年未満の入院者につい
ては、特に支援が必要な者（例えば、措置入院や医療保護入院から退院する者で、住居の確保などの支援を必要とするものなど）を対象
とする。

※ 地域移行支援の支給決定主体については、現行の障害者支援施設等に入所する者と同様に、精神科病院を含め居住地特例を適用。

（入院・ 入所前の居住地の市町村が支給決定）

法

（入院・ 入所前の居住地の市町村が支給決定）

（地域定着支援）
○ 居宅において単身その他の厚生労働省令で定める状況において生活する障害者。
→ 「その他の厚生労働省令で定める状況において生活する障害者」については、家庭の状況等により同居している家族による支援を

受けられない障害者とする

法

受けられない障害者とする。

→ 具体的な対象者のイメージは、施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等
を想定。

→ グループホーム・ケアホーム、宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制等については、通常、当該事業所の世話人等が対応
することとなるため、対象外。することとなるため、対象外。

２．サービス内容

（地域移行支援）

住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与。

→ 「その他厚生労働省令で定める便宜」は、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を想定。 → Ｐ９５参照

（地域定着支援）

常時の連絡体制を確保し 障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の便宜を供与

法

法 常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の便宜を供与。

→ 「常時の連絡体制」については、携帯電話による体制によることも可。また、緊急の事態に対して速やかに駆けつけられる体制を確保
することが前提。

→ 「その他の便宜」については、緊急訪問、緊急対応等を想定。

法



３．給付決定の有効期間

（地域移行支援）

→ ６か月以内。市町村が対象者の状況に応じて必要と認める場合は６ヶ月以内で更新可。
更なる更新については 市町村が真に必要と認める場合に６ヶ月以内ごとに更新可。更なる更新については、市町村が真に必要と認める場合に６ヶ月以内ごとに更新可。

（地域定着支援）
→ 1年以内。対象者の状況に応じて必要に応じて更新可とする。

４．事業の実施者（都道府県が指定する一般相談支援事業者（地域移行・定着担当））

※ 施行（平成２４年４月１日）の際、既存の指定相談支援事業者は、１年以内の省令で定める期間内は「指定一般相談支援事業者（地域移行・定着担
当）」とみなす。（期間内に指定申請しないときは、その効力を失うことに留意。）

（指定手続）

法

（指定手続）

→ 当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請し、当該都道府県知事が指定。

（人員基準）
→ 管理者、相談支援専門員、地域移行支援・地域定着支援を担当する者とする。管理者、相談支援専門員、地域移行支援 地域定着支援を担当する者とする。

※ 事業所ごとに、専従の者を配置をしなければならない（計画相談支援・障害児相談支援との兼務は可）。

ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
※ 相談支援専門員については、自ら地域相談支援を実施する他、地域移行推進員への助言指導等を行う責任者としての役割。

※ 地域移行支援・地域定着支援を担当する者については、資格や経験を問わない。

※ 現行の精神障害者地域移行 定着支援事業を実施する事業者に いては 当面の間 相談支援専門員の配置の有無に関わらず指定できる経過措※ 現行の精神障害者地域移行・定着支援事業を実施する事業者については、当面の間、相談支援専門員の配置の有無に関わらず指定できる経過措
置を設ける。

５．報酬

サ ビ を評価する方向 検討→ 以下のサービスを評価する方向で検討。

（地域移行支援）
・ 入所施設や精神科病院への訪問による相談等
・ 地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援
・ 住居を確保するための入居支援 等・ 住居を確保するための入居支援 等

（地域定着支援）
・ 常時の連絡体制（毎月、定額を算定）

・ 緊急訪問、緊急対応 等




